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第１章 総則 

（目的） 

第１条 この要綱は、足立区内（以下「区内」という。）の保育施設等に勤務する保育士及

び区内で家庭的保育事業を実施する家庭的保育者の意欲向上と事業に対する社会的評価の

向上を図るため、成績優秀な永年勤続従事者に対して褒賞を行い、もって保育人材の確

保・定着及び離職防止を図ることを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

 （１） 保育施設等 認可保育所（児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）に規定する

保育所をいう。）、足立区における保育の利用等に関する条例（平成２３年足立区条例

第４号）第９条に定める認可外保育施設、認定こども園（就学前の子どもに関する教育、

保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号）に規定する認定

こども園をいう。）、認証保育所（東京都認証保育所事業実施要綱（平成１３年５月７

日付１２福子推第１１５７号）に定めた基準を満たし、東京都知事の認証を受けた保育

所をいう。）、小規模保育事業（児童福祉法に規定する小規模保育事業をいう。ただし、

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６１号）第

２７条に規定する小規模保育事業Ｃ型を除く。）及び定期利用保育事業（東京都一時預

かり事業・定期利用保育事業実施要綱（平成７年１０月２３日付７福子推第２７６号）

に規定する定期利用保育事業をいう。）のいずれかのうち、法人又は個人が運営するも

のをいう。 

 （２） 常勤 次に掲げる全ての要件を満たしていることをいう。 

  ア 労働基準法施行規則（昭和２２年厚生省令第２３号）第５条第１項第１号の３の規

定により明示された就業の場所が保育施設等であり、かつ、従事すべき業務が保育で

あること。 

  イ 期間の定めのない労働契約を結んでいる者（１年以上の期間の労働契約を結んでい

る者を含む。）であって、当該保育施設等において１日６時間以上かつ月２０日以上

常態的に継続して勤務しているものであること。 

 （３） 保育士 次のいずれかに該当する者をいう。 

ア 保育施設等（幼稚園型認定こども園（東京都認定こども園の認定要件に関する条例

（平成１８年東京都条例第１７４号）第３条第１号に規定する認定こども園をいう。

以下同じ。）を除く。）に勤務する保育士 



イ 保育施設等（幼稚園型認定こども園に限る。）に勤務する満３歳未満の子どもの保

育に従事する保育士 

 （４） 家庭的保育者 児童福祉法第６条の３第９項に規定する家庭的保育者及び足立区

認定家庭的保育事業実施要綱（２７足教子施発第２０８４号 平成２７年１１月５日 

子ども家庭部長決定）に基づき認定された家庭的保育者 

第２章 保育士永年勤続褒賞 

 （対象者） 

第３条 区長は、保育士であり、かつ、次の各号に掲げる要件を全て満たす者を褒賞する。 

（１） 次条に定める基準日（以下「基準日」という。）において、区内の保育施設等に

勤務しており、かつ、基準日が属する年の９月１日現在勤務を続けていること。 

 （２） 基準日において、区内の保育施設等における勤続年数が第５条に定める基準に該

当すること。 

 （３） 勤務成績が優秀であること。 

 （４） 勤務先において、雇用保険に加入していること。 

 （５） 保育施設等の保育業務に従事していること（当該保育施設等の経営に携わる事業

所の役員を除く。）。 

（６） 保育施設等の常勤保育士であること。 

２ 前項の規定にかかわらず、区長は、褒賞受賞対象者が次の各号のいずれかに該当する場

合は、褒賞の対象としないことができる。 

（１） 刑事事件に関して、基準日現在において起訴されている者又は刑に処せられた者

（刑が消滅した者を除く。） 

（２） 過去に当該事業で褒賞を受賞し、同じ区分で推薦された者 

（３） 履歴書で勤続年数が確認できない者 

（４） その他、資格審査において不適当と認められた者 

（基準日） 

第４条 勤続年数算定の基準日は、推薦する年度の前年度の３月３１日とする。 

（勤続年数の基準） 

第５条 勤続年数の基準については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとこ

ろとする。 

（１） 勤続５年 同一事業者（保育施設等を異にして人事異動を行う等相互に密接な関

係を有する二以上の事業者がある場合においては、当該二以上の事業者を同一事業者と

みなす。以下同じ。）が運営する区内の保育施設等に、基準日時点で引き続き５年以上

６年未満勤務していること。 

（２） 勤続１０年 同一事業者が運営する区内の保育施設等に、基準日時点で引き続き

１０年以上１１年未満勤務していること。 

（勤続年数の算定） 

第５条の２ 前条に規定する勤続年数の算定に当たり、次の各号に掲げる事項を留意するも

のとする。 



（１） １カ月未満の端数がある場合には、当該端数を繰り上げて１カ月とする。 

（２） 勤続年数に病休・育休等によって実務に従事していなかった期間が含まれている

ときは、勤続年数から当該期間を差し引くものとする。 

（３） 区内の保育施設等を退職し、再度、当該保育施設等と同一の事業者が運営する区

内の保育施設等に就職した場合においては、各々の勤続年数を合算することができるも

のとする。 

（褒賞） 

第６条 褒賞については、対象となる者に対し、褒状と次の各号に掲げる区分に応じ定めた

記念品を贈呈するものとする。 

（１） 勤続５年 ５，０００円図書カード 

（２） 勤続１０年 １０，０００円図書カード 

（推薦手続） 

第７条 保育施設等を運営する事業者は、当該事業所等において、本要綱の規定に基づき褒

賞に値すると認める者があるときは、推薦書兼勤務証明書（様式第１号）、履歴書（様式

第２号）及び足立区保育士永年勤続褒賞候補者名簿（様式第３号）により区長に推薦する

ことができる。 

 （褒賞の決定） 

第８条 区長は、前条の規定に基づき提出された書類（以下「提出書類」という。）を審査

し、褒賞する者を決定し、当該褒賞決定者に決定した旨を通知する。 

（褒賞の取消し） 

第９条 区長は、提出書類に虚偽の記載があることが判明したときは、当該提出書類に係る

者に対する褒賞を取り消すことができる。 

第３章 家庭的保育者永年勤続褒賞 

（対象者） 

第１０条 区長は、次の各号に掲げる要件を全て満たす家庭的保育者を褒賞する。 

（１） 基準日において、区内で家庭的保育事業を実施しており、かつ、当年９月１日現

在事業を続けていること。 

 （２） 基準日において、区内で家庭的保育事業を実施する年数が、次条に定める勤続年

数の基準に該当すること。 

２ 前項の規定にかかわらず、区長は、褒賞受賞対象者が次の各号のいずれかに該当する場

合は、褒賞の対象としないことができる。 

（１） 刑事事件に関して、基準日現在において起訴されている者又は刑に処せられた者

（刑が消滅した者を除く。） 

（２） 過去に同じ区分で、家庭的保育事業の褒賞を受けた者 

（３） その他、資格審査において不適当と認められた者 

 （勤続年数の基準） 

第１１条 勤続年数の基準については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めると

ころとする。 



（１） 勤続１０年 基準日時点で区内において家庭的保育事業を引き続き１０年以上１

１年未満（平成２７年度以前の家庭福祉員としての勤続年数を含む。）実施しているこ

と。 

（２） 勤続２０年 基準日時点で区内において家庭的保育事業を引き続き２０年以上２

１年未満（平成２７年度以前の家庭福祉員としての勤続年数を含む。）実施しているこ

と。 

（勤続年数の算定） 

第１１条の２ 前条に規定する勤続年数の算定に当たり、次の各号に掲げる事項を留意する

ものとする。 

（１） １カ月未満の端数がある場合には、当該端数を繰り上げて１カ月とする。 

（２） 勤続年数に休業期間が含まれているときは、勤続年数から当該期間を差し引くも

のとする。 

（褒賞） 

第１２条 褒賞については、対象となる者に対し、褒状と次の各号に掲げる区分に応じ定め

た記念品を贈呈するものとする。 

（１） 勤続１０年 １０，０００円図書カード 

（２） 勤続２０年 ２０，０００円図書カード 

（褒賞の決定） 

第１３条 区長は、褒賞の対象者について、第１０条に規定する要件に該当するか審査し、

褒賞する者を決定する。この場合において、当該褒賞決定者に対しては、決定した旨を通

知する。 

（褒賞の取消し） 

第１４条 区長は、褒賞決定者が第１０条第２項各号に該当すると判明したときは、該当者

の褒賞を取り消すことができる。 

第４章 雑則 

（委任） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、褒賞の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

   付 則（３０足教子整発第１３１５号 平成３１年１月１１日 教育長決定） 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

   付 則（２足教子整発第２２９号 令和２年５月２０日 教育長決定） 

 この要綱は、決定の日から施行する。 

   付 則（３足教子私発第４０９号 令和３年６月７日 教育長決定） 

 この要綱は、決定の日から施行する。 

   付 則（４足教子私発第６０８号 令和４年６月１５日 教育長決定） 

 この要綱は、決定の日から施行する。 


